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学校における部活動の方針 

本校のクラブ活動（いわゆる部活動）は，スポーツ・芸術・科学・文化的

活動について，生徒が主体的に参加できる機会を作ることを目的に行う。 

運動系のクラブについては，運動が得意な生徒も苦手な生徒も平等にスポ

ーツを楽しめるようにするために，部とサークルの２種類に分けて活動す

る。 

部は、チームスポーツとして，練習試合や大会などに参加し，技術の向上

やチームワークの向上を主な目的とする。 

サークルは、個人スポーツとして，普段のスポーツ活動そのものを楽しむ

ことを主な目的とする。 

適切な休養日等の設定方針 

① 活動日 

・月，火，水，金のうち週２回を基本とする。 

・木曜日は８時間授業のため，活動はなし 

・土曜日の活動は，顧問が許可した場合，月２回を上限とする。 

② 活動時間（現在はコロナ感染症対策の時程） 

・午後に授業等があるときは，午後５時４５分まで 

・午後に授業等がないときは、午後５時１５分まで 

③ 活動時間の延長について 

試合（発表会）１週間前は，顧問が必要と認めた場合に活動時間の延長

が認められる。 

延長時間：午後５時４５分まで。午後６時下校。 

④ 期末考査１週間前は，クラブ活動はなし 

試合（発表会）前は例外として，実施する事がある。 

⑤ 春休みに３日程度，夏休みに５日間程度の活動期間 

⑥ 年間試合数 

  ※ 練習試合；年間１０試合を上限とする。 

   ※  公式試合；勝敗による 

 ⑦ スポーツ傷害防止の観点から、平日の活動は２時間まで、休日の活

動は３時間までとする。（文化部も同じ） 

設置されている部 

運動系                  文化系 

部    サッカー部           ブラスバンド部 

野球部             軽音楽部 

男子バスケットボール部     イラスト・絵画部 

女子バスケットボール部     科学部 

                      文芸部 

サークル 陸上部 

男子テニス部 

女子テニス部 

卓球部 

バドミントン部 

 


